
資料２

法定協議会
法令根拠

道路運送法 地域公共交通の活性化及び再生に
関する法律

春日井市での位置づけ

あり なし（議論したことがない）

資料：地域公共交通会議等運営マニュアル（平成28年3月 中部運輸局 愛知運輸支局）

春日井市地域公共交通会議の位置づけについて

地域公共交通会議

地域公共交通網形成計画について
地域にとって望ましい公共交通ネットワークのすがたを明らかにする
マスタープラン
⇒公共交通サービスの全体像・具体的なサービス水準を定める

その実現に必要な事業・実施主体を整理


